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１ はじめに 

厚木海軍飛行場は神奈川県大和市と綾瀬市に

跨って位置する軍用飛行場であり，1941年に旧日

本海軍基地として使用が開始され，1945年にアメ

リカ軍により接収 1)された。1971年には海上自衛

隊と共同利用が開始 1)されたものの，1973年に空

母ミッドウェーが横須賀基地に入港し,母港化す

る 1)と，空母入港時期には厚木海軍飛行場に空母

艦載機が飛来し，飛行場周辺地域で訓練を実施し

た。特に，空母出航時期に近づくと飛行場滑走路

を空母甲板に見立てて夜間に離着陸を繰り返す

訓練（夜間連続離着陸訓練：NLP）を行うため，

基地周辺地域に対して多くの騒音問題を引き起

こした 2)。このことから，国は硫黄島に訓練施設

を整備し，1993 年から硫黄島で NLP が行われて

きた。しかし，硫黄島の天候状況により NLP が実

施できない場合は，依然として厚木海軍飛行場で

も訓練が行われていた。 

 2006 年に空母艦載機が山口県の岩国基地へ移

駐されることが日米間で合意されると，2017年 8

月から順次移駐が実施され，2018年 3月には移駐

が完了した 2)。 

移駐完了後の現在は自衛隊機の離発着訓練等

が実施されている。 

 横島ら 3)は神奈川県及び厚木海軍飛行場周辺 7

市から提供を受けた航空機騒音のデータを分析

し，移駐期間中の 2017 年度と移駐完了後の 2018

年度では航空機騒音の暴露状況が改善されたこ

とを報告している。しかし，移駐開始前と移駐完

了後のデータを比較して厚木海軍飛行場周辺地

域の航空機騒音の推移をまとめた報告はない。 

以上を踏まえ，本稿では本県及び厚木海軍飛行

場周辺 7市が測定したデータのほか，防衛省南関 

東防衛局がホームページ上で公開するデータ 4)を 

用いて，移駐開始前の 2016 年度から移駐完了後

の 2018 年度にかけての航空機騒音の推移につい

て報告する。 

 

２ 航空機騒音の測定 

本稿では厚木海軍飛行場周辺地域において，神

奈川県，相模原市，大和市，座間市，海老名市，

綾瀬市，藤沢市及び茅ヶ崎市（県市）並びに防衛

省南関東防衛局（国）が 2016年度から 2018年度

まで通年（4 月から翌年 3 月）で測定したデータ

を分析する。なお，県市のデータはそれぞれの自

治体から提供を受けたものを，国のデータはホー

ムページ 4)で公開されているものを使用した。デ

ータの中には 2016年度から 2018年度までの途中

で測定が打ち切られている地点や国のデータの

うち東京都内で測定されたデータもあるが，それ

らは本稿の分析から除外した。 

測定方法について，県市では，「航空機騒音測定．

評価マニュアル（平成 27年 10月 環境省）」に基

づき実施され，航空機騒音の識別は，暗騒音から

10 dB 以上大きい音を対象に検知する方法，音の

到来方向を識別する 3軸マイクロフォン及び航空

機が発する識別電波を受信する方法を用いて行

った。一方，国の測定方法についてはホームペー

ジに具体的な条件が記載されていないため，不明

である。 

図１に厚木海軍飛行場と各測定地点の位置関

係，「航空機騒音に係る環境基準の地域類型指定 
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  図１ 測定地点位置図 
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(昭和 55 年 5 月 23 日 神奈川県告示第 426 号)」

で定める航空機騒音の類型を当てはめる地域（類

型指定地域）の範囲及び各地点に当てはめられて

いる類型（類型）を示す。県市と国が測定した地

点を区別するため，県市が測定した地点の地点番

号の頭に「P」を，国が測定した地点の地点番号の

頭に「N」をそれぞれ付す。 

測定地点及び地点数は相模原市，大和市，座間

市，海老名市，綾瀬市，藤沢市及び茅ヶ崎市の 7

市内 52地点であり，このうち，県市の測定地点数

は 33 地点，国の測定地点数は 19 地点であった。

類型指定地域の範囲は厚木海軍飛行場の敷地を

除く地図上の太線で囲われている範囲であり，こ

の範囲内にある測定地点数は 50 地点であった。

また，類型Ⅰ（住居系地域及び用途の定めがない

地域）に該当する地点数は 48地点，類型Ⅱ（商工

業系地域）に該当する地点数は 2 地点であった。 

 

３ 測定結果 

３．１ 移駐前後における環境基準達成状況 

 本節では移駐前後における環境基準の達成状

況についてまとめる。環境基準値については，「航

空機騒音に係る環境基準について(昭和48年12月

27 日環境庁告示第 154 号)」により類型Ⅰの基準

は 57dB以下，類型Ⅱの基準は 62dB 以下となって

いる。表１に 2016年度から 2018年度までの各測

定地点における年間の長期平均時間帯別等価騒

音レベル（Lden）と環境基準の適否を示す。各年度

の Ldenを区別するため，評価量の前に 16，17及び

18を付す。環境基準達成地点を「〇」で，環境基

準非達成地点を「×」で表記した。なお「P4 共和

小学校」については類型指定地域の外側及び「N1 

飛行場北側」については類型指定地域の対象外で

ある厚木海軍飛行場の敷地内に位置するため，そ

れぞれ「－」で表し，環境基準達成状況の評価は

行わなかった。 

表１  2016 年度から 2018年度までの測定結果測及び環境基準達成状況 
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 まず，移駐開始前の 2016 年度における Lden は

47 dBから 77 dBまでであり，Lden上位 5位までの

地点は「N1 飛行場北側」及び「N2 飛行場南側」

の 77 dB，「P9 南地点」の 72 dB，「P10 水道局大

和営業所」及び「P32 北基準点」の 71 dB と全て

大和市内であり，かつ滑走路の延長線上の測定地

点であった。全体の環境基準達成状況は 50 地点

中 21地点（42%）であった。 

続いて，移駐期間中の 2017 年度における Ldenは

45 dB から 75 dB までであり，上位 5 位までの地

点は移駐開始前の 2016年度と同様に「N1 飛行場

北側」及び「N2 飛行場南側」の 75 dB，「P9南地

点」の 71 dB，「P32 北基準点」の 70 dB，「P10 水

道局大和営業所」の 69 dB であった。環境基準の

達成状況は移駐開始前と同等の 50地点中 21地点

（42%）であった。 

次に，移駐完了後の 2018 年度における Lden は

37 dB から 65 dB までであり，上位 5 位までの地

点は 2016年度，2017年度と同様に「N1 飛行場北 

側」及び「N2 飛行場南側」の 65 dB，「P32 北基

準点」の 61 dB，「P9 南地点」及び「P10 水道局

大和営業所」の 60 dB であった。全体の環境基準

の達成状況は 50地点中 47 地点（94%）であった。 

３．２ 移駐前後における Ldenの低減量及び一日

の騒音発生割合 

 本節では移駐開始前の 2016 年度に対する各年

度の Lden の低減量及び 2016 年度に対する騒音発

生割合についてまとめる。なお，2016年度に対す

る各年度の Ldenの低減量を「⊿xLden」，2016年度

に対する各年度の騒音発生割合を「xR」とし，xは

評価対象年度（西暦下二桁）を示す。 

まず⊿xLden ついて説明する。⊿xLden は式(1)に

より算出する。 

⊿x Lden = 16 Lden - x Lden (1) 

⊿xLdenが大きいほど移駐開始前より Ldenが大き

く低減していることを示している。計算結果は表

表２ 各測定地点における Lden の低減量（⊿xLden），一日の平均騒音発生回数（xN）及び騒音発生割合

（xR） 
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２に示す。 

⊿17Ldenの範囲は 3 dB から-1 dB まであった。

このうち，2 dB 以上の差があった地点数，すなわ

ち移駐開始前よりLdenが低減していた地点数は25

地点(48%)，1 dBから-1 dB とほとんど差がなかっ

た地点数は 27地点(52%)であった。 

 続いて，⊿18Ldenの範囲は 13 dB から 4 dBまで

であり，測定を行った全地点で Ldenが低減してい

た。低減量上位 5位までの地点は「P24 天神小学

校」，「P25 富士見台小学校」，「N5 引地台中学校」，

「N8 西鶴間小学校」及び「N12 大庭中学校」の

13 dBであった。⊿18Ldenの分布を図２に示したと

ころ,大和市内や藤沢市内で低減量が大きかった。

このほか，10 dB 以上の低減が見られた地点数は

全体の 35地点（67%）であった。一方，低減量下

位 5位までの地点は「N17 御所見中学校」の 4 dB，

「P14 大谷小学校」の 5 dB「P16 上星小学校」，

「P19 綾瀬市役所」及び「N4 天台小学校」の 6 dB

であり，全て類型指定地域内の飛行場の西側地点

だった。 

次に xR について説明する。xR は式(2)により

算出する。 

xR = xN / 16N (2) 

ここで xN は 2017 年度又は 2018 年度における

一日の平均騒音発生回数，16N は 2016 年度の一

日の平均騒音発生回数である。なお，xRは百分率

で表す。xRの値が小さいほど移駐開始前より一日

の騒音発生回数が低減している,すなわち一日の

飛行回数が低減していることを示している。計算

結果は表２に示した。 

まず，17Rは 50%から 100%までとなっており，

最大でも半分程度の飛行回数低減にとどまった。 

続いて 18R は 14%から 77%までとなっており

すべての地点で飛行回数が低減していた。割合が

小さい 5地点，すなわち移駐開始前と比べ飛行回

数が大きく低減していた 5地点は「P27 滝の沢小

学校」及び「N19 小和田小学校」の 14%，「P2 緑

台小学校」の 17%，「P30 松浪中学校」の 20%，

「P24 天神小学校」の 22%であった。18R の分布

を図３に示したところ，上記の 5地点は藤沢市及

び茅ヶ崎市で多かった。一方，割合が大きい 5地

点，すなわち移駐開始前と比べ飛行回数があまり

図２ 各測定地点の⊿18Lden 図３ 各測定地点の 18R 
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低減していなかった 5 地点は「P19 綾瀬市役所」

の 77%，「P15 柏ヶ谷小学校」の 75%，「N4 天台

小学校」の 74%，「P21 寺尾いずみ会館」，「P23 綾

西小学校」及び「N1 飛行場北側」の 72％であり，

図３から海老名市及び綾瀬市で多かった。 

３．３ xRから算出される Ldenの低減量と実際の

Ldenの低減量の差 

本節では xR から算出される Ldenの低減量と⊿

Lden（実際の低減量）の差についてまとめる。なお

xR から算出される Ldenの低減量を「⊿xLdenC」と

し，xは評価対象年度（西暦下二桁）を示す。 

⊿xLdenC は式(3)により算出する。 

⊿xLdenC = -10log10 xR (3) 

なお，xRは時間帯別の騒音の重みづけを考慮

していないため，まず，県市の基準点である

「P32 北基準点」及び「P33 南基準点」のデー

タを用いて，重みづけを考慮した場合としてい

ない場合の⊿xLdenC を比較する。 

表３に両基準点の時間帯別の騒音発生回数を

示す。なお表中「Nd」，「Ne」，「Nn」はそれぞれ昼

間（7:00から 19:00まで），夕方（19:00から 22:00

まで），夜間（22:00から翌 7:00まで）の各時間帯

における平均騒音発生回数を，「N’」は式(4)によ

り算出した時間帯別の重みづけを加味した騒音

発生回数を，「N’/N」は重みづけを考慮していない

場合の騒音発生回数に対する重みづけを考慮し

た場合の騒音発生回数の割合を表す。 

N’=Nd + Ne×3 + Nn×10 (4) 

表３から「P32 北基準点」における 2016年度の

N’/Nに対する 2017 年度の N’/N の倍率は 1.21 で

ある。「P32 北基準点」の 17R（表２参照）に 1.21

倍することで, 「北基準点における 2016年度に対

する 2017 年度の重みづけが考慮されている騒音

発生割合」（17R’とする）に変換することができる。

式(3)の「xR」に「17R’」を代入すると⊿xLdenC は

0,「17R」を代入すると⊿xLdenC は 1なので両者に

ほとんど差がないことが確認できる。同様にして

「P32 北基準点」における2016年度に対する2018

年度の倍率(1.23),「P33 南基準点」における 2016

年度に対する 2017 年度又は 2018 年度の倍率

（0.97，1.33）から重みづけを考慮した場合と考慮

しない場合の⊿xLdenC を比較したところ 0～1 dB

とほとんど差がないことを確認した。よって，騒

音の重みづけを考慮していない xR を用いて式(3)

から Ldenの低減量を算出しても重みづけを考慮し

た場合と差がないことを確認した。 

表４に⊿xLdenC と⊿xLdenの差（①－②又は③－

④）を示す。⊿17LdenC は 0 dB から 3 dB までであ

り，⊿17Ldenとの差（①－②）は 2 dBから-2 dB ま

でであった。このうち，2dB の差があった地点数，

すなわち⊿17LdenC の方が大きかった地点は 6 地

点（12%），差が 1 dB から-1 dB と⊿17LdenC と⊿

17Lden に差がなかった地点数は 42 地点（81%），  

-2 dB の差があった地点数，すなわち⊿17LdenC の

方が小さかった地点数は 4 地点（8%）であった。 

続いて，⊿18LdenC は 1 dB から 9 dB までであ

り，⊿18Ldenとの差（表４の③－④）は 11 dBから

-1 dB までであった。このうち，2 dB 以上差があ

った地点数は 50 地点（96%），1 dB から-1 dB ま

での差がなかった地点数は 2 地点（4%）であり，

ほとんどの地点で⊿18LdenCは⊿18Ldenより小さか

った。 

 

４ 考察 

最初に，厚木海軍飛行場周辺地域の航空機騒音

に対して空母艦載機の移駐による効果があった

か否かについて考察する。表１から移駐期間中の

2017 年度は移駐開始前の 2016 年度と比べて環境

基準達成状況に変化がなく，また表２から Ldenが

低減している測定地点と増加した測定地点が混

在していた。このため，移駐の効果はほとんどな

かったと考えられる。移駐完了後の 2018 年度は

移駐開始前の 2016 年度比べて環境基準達成状況

が改善しており，すべての測定地点で Ldenが低減

していた。このことから，厚木海軍飛行場周辺地

域の航空機騒音に対して空母艦載機の移駐によ

る効果はあったと考えられる。特に，南北方向に 

表３ 「P32 北基準点」及び「P33 南基準点」 

における騒音発生回数の詳細 
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ついては，横須賀基地を入出港する空母や硫黄島

へ向かう空母艦載機の移駐が完了した影響があ

ったと言える。 

次に，移駐による効果の要因について検討する。

まず，表２の 18R より移駐開始前に比べて航空機

の飛行回数が減少してことから，「航空機の飛行

回数自体が減少した」ことが考えられる。他に，

空母艦載機が移駐されたため「自衛隊機などの騒

音がより小さい機種へ変化した」ことが考えられ

る。「航空機の飛行回数自体が減少した」について

は，例えば，移駐開始前は 100 dB の騒音を発する

航空機が 10 回飛行したが，移駐後は同じ航空機

の飛行が 5回に減少した場合を考えると，騒音低

減量は，式(3)から約 3 dBと算出される。「自衛隊

機などの騒音がより小さい機種へ変化した」につ

いては，例えば，移駐開始前は 100 dBの騒音を発

する航空機が 5 回，80 dB の騒音を発する航空機

が 5回，計 10回飛行があったが，移駐後は 100 dB

の騒音を発する航空機の飛行がなくなり，80 dB

の騒音を発する航空機のみが 5回飛行した場合を

考えると，100 dB の騒音を発する航空機の飛行が

なくなった分，騒音低減量も大きくなる。 

ここで，表４の「③－④」からほとんどの測定

地点で差があることが明らかとなっている。この

ことから，移駐による効果は，空母艦載機から自

衛隊機などの騒音がより小さい機種へ変更され

たことが大きく寄与していると考えられる。 

 

一方，座間市，綾瀬市及び海老名市など類型指

定地域内の飛行場西側地域では，他の地域に比べ

⊿xLdenが小さい地点や xR が大きい地点も見られ

た。滑走路延長南北方向や相模原市，茅ヶ崎市及

び藤沢市など飛行場からより離れた地点と比べ

て，移駐開始前から空母艦載機の飛行だけでなく

自衛隊機の離発着や訓練飛行があり，これらの飛

行が移駐完了後も継続しているためである。この

ことから，類型指定地域内の飛行場西側地域では

移駐の効果が小さかったと考えられる。 

 

５ まとめ 

本稿では，県市及び国が厚木海軍飛行場周辺地

域で測定した航空機騒音のデータを用いて，空母

艦載機の移駐前後における飛行場周辺地域の騒

音の推移を調査した。その結果，空母艦載機の移

駐により厚木海軍飛行場周辺地域では航空機騒

音が低減していることが明らかとなった。またそ

の要因として，空母艦載機から自衛隊機などの騒

音がより小さい機種へ変化したことが大きく寄

与していることが明らかになった。しかし，類型

指定地域内の飛行場西側地域では依然として自

衛隊機の訓練飛行が行われており，移駐の効果が

小さい地域も存在している。このことから，今後

も厚木海軍飛行場周辺地域の航空機騒音の状況

を注視する必要がある。 

 

表４ xRから算出される騒音低減量（⊿xLdenC）と実際の騒音低減量（⊿xLden）の差 
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